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イギリスの男女平等賃金法制 
                          2011 年 3 月 7 日 浅倉むつ子 
 
はじめに 
2010 年平等法（Equality Act 2010）：人種、年齢、障害、宗教・信条、性別、性再指定、

性的指向を理由とする差別の禁止。このうち、今回の報告では、「性別に関わる賃金差別の

禁止・規制」にかかわる部分のみを取り上げる。 
（＊2000 年パートタイム労働者規則 有期被用者規則、派遣労働者規則もあり←今回は取り上げない）。 

  
１ 2010 年平等法の同一賃金関連諸規定について 
 
(1) 従来の個々の差別禁止立法の統合→性差別関連については、「同一賃金法」と「性差別

禁止法」の統合 
 
・1970 年同一賃金法：賃金その他雇用契約上の条件（時間外労働手当、ボーナス、出来高

払賃金、休日・疾病手当、昼食券、社用車）に関する男女差別禁止。 
・1975 年性差別禁止法：同一賃金法の対象にならない事項（契約に基づかない利益・給付、

採用、職業訓練、解雇等に関連する事項）に関する男女差別禁止。 
 
(2) 1970 年同一賃金法に対応する規定と救済のしくみ 
 
・違法な賃金差別とは：①男女が同一雇用において類似労働に従事、②男女が同一雇用に

おいて同等と評価される労働に従事、③男女が同一価値労働に従事している場合に、男

女に賃金格差がある場合、賃金における性差別が推定。使用者の抗弁がない限り、同一

賃金法違反。 
 
・個人が ET（雇用審判所）に提訴。事案は ACAS（助言・斡旋・仲裁局）へ。一定期間、

斡旋が試みられ、この段階でかなりの紛争が決着する。斡旋が成立しない場合、審判手

続き開始。ET→EAT(雇用上訴審判所)→CA（控訴院）→最高裁。審判では、ET は申立

人と比較対象者の労働について、同一価値労働か否かの判定を独立専門家（あらかじめ

ACAS により選任され登録されている者）に依頼できる。専門家は 8 週間以内に報告書

を提出。 
 
・賃金差別が違法と認められた場合、救済は、雇用契約に平等条項が読み込まれ、契約内

容が修正される。過去 6 年間のバックペイ請求が可能。 
 

資料４ 
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・「職務評価」制度について。法はこれを使用者に義務づけてはいない。むしろ企業内に同

制度が存在しない場合でも同一価値労働同一賃金の法的申立を可能とする。しかし個別

訴訟の中で、使用者が客観的な職務の評価手段を講じていることは有利に。職務の評価

に関する、詳細な「行為準則」（平等人権委員会）、「ガイドライン」（ACAS） 
 
２ 個別訴訟をサポートするツール 
 
・証拠の収集のため、使用者への質問手続き。比較対象者よりも低賃金である理由につい

て。これにより自らのケースが違法か否かを判断。 
 
・行為準則：判例を反映する形で法の具体的内容に関するガイドラインを提供。法的拘束

力なし。しかし紛争解決にあたっては行為準則上の措置の実施は積極的に評価される。 
 
・平等人権委員会：個人申立の支援、職権で行う公式調査（→差別停止通告） 
 
・平等賃金レビュー：2002 年 EOC による手引き、2003 年行為準則。一定の方式を推奨。

５つのステップ。「範囲を決定、必要なデータを特定」「同一価値労働に従事している男

女労働者の特定」「男女の賃金格差データの収集」「重大な格差がある場合、その原因の

究明」「格差縮小のアクションプランの策定、実施、モニタリング」 
 
・2010 年平等法の新設条項。①同僚との賃金格差に関する議論を妨げてはならないこと（77

条）、②ジェンダー賃金格差情報の公表（78 条）：250 人以上の民間企業は男女間の賃金

格差情報を公表する義務（ただし 2013 年以降、規則が制定される）。 
 
３ 積極的平等アプローチ 
 
・個別訴訟中心モデルの限界性：訴訟の提起は労働者に負担（時間的、経済的、精神的、

立証義務の大きさ）。救済は提訴した労働者のみにしか及ばない。 
 
・2006 年平等法における「ジェンダー平等義務」の導入。①公的機関の違法差別排斥・機

会均等促進考慮義務（一般義務）、②リストに掲載された公的機関のジェンダー平等計画

策定・公表義務（特別義務）。 
 
・公共調達や外部委託を通じて、間接的に民間企業やボランティア団体にも影響。また、

民間企業も「公的機能を果たす限り」、平等義務を負う。 
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４ 判例の動向 
 
(1) イギリスの国内法と EU 法が法的な根拠となる 

 
・男女同一価値労働同一賃金原則を定めるのは、EU 運営条約 157 条（1957 年条約 119 条、

1997 年条約 141 条）、2006 年男女均等待遇統合指令 4 条（1975 年男女同一賃金指令）  
 
・条約は加盟国内において直接的効力あり。指令は国内法化が必要。指令違反を争うこと

はできるが、指令は私人間では直接の法的根拠にはならない。 
 
(2) 比較対象者の範囲 

 
・異なる企業と契約を締結している男女労働者は比較できるか。 

委託先の労働者と委託元の労働者との比較は、男女の賃金格差が「単一の源」から生じ

たといえる場合には、可能（2004 年アロンビー事件 ECJ 判決【46】）。しかしイギリス

国内では、省庁ごとに賃金が決定されている場合には「単一の源」にはない、と狭く解

釈した判決あり（2005 年ロバートソン事件 CA 判決【47】）。 
 

・比較対象者は実在することが必要か。 
EU は、ローマ条約 119 条下の判決で、比較対象者は実在することが必要としていたが

（1980 年マッカーシーズ事件 ECJ 判決【6】）、2002 年男女均等待遇指令、2006 年男女

均等待遇統合指令で、男女の賃金平等についても仮想比較対象者を認める旨を規定。 
イギリスは、性差別禁止法は仮想比較対象者を認める条文をおくが、同一賃金法は同

旨の明文規定がないため、賃金に関しては実在する比較対象者が必要と解釈されてきた

（ただし申立人女性がついている職務の前任者、後任者との比較は可）。 
EU 指令改正後の 2010 年平等法では、賃金について、現実の比較対象者がいる場合は

「平等条項違反」の主張が可（契約を修正）、いない場合（仮想比較対象者の場合）は、

「平等条項違反」は主張できないが、賃金に関する「性差別」として主張しうる（2010
年平等法 71 条(2)＊）。 
＊この条文によって、男性より労働の価値は低いが男女賃金格差が労働の価値の差に相応していないと

いう女性からの主張は、「同一価値」労働による救済を受けるための証拠とは見なされなくとも、「賃金

の性差別」として救済される場合もあることを想起。ただし法は、性差別を禁止するためのものであっ

て、誰に対しても公正賃金を支給する法ではないというイギリス政府の説明を ET は肝に銘じるべき、

とされる。 
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(3) 職務の価値の評価をめぐって 
 

・男女の賃金格差が違法とされる３類型（①類似労働、②同等評価労働、③同一価値労働）

のうちの同一価値労働とは、職務に対して求められる努力、技能、決断などの要素にて

らして、男女の職務が同一価値とされる場合（2010 年平等法 65 条(6)）。 
 
・職務の価値が比較可能といえるためには、労働の性質、求められる教育訓練、労働条件

という一連の要素を考慮して判断されるべき（ロイヤル・コペンハーゲン事件 ECJ 判決

【30】）。 
 
(4) 賃金格差を正当化するものとは 
◆条文 
・賃金格差が「性以外の真に genuinely 実質的な要因 material difference」による場合（同

一賃金法 1 条 3 項）。→2010 年平等法 69 条 6 項は、「真に」という形容詞を削除して「実

質的な要因」とする。ただし両者に実質的な違いはない、とされている。 
・正当化事由には、直接性差別、間接性差別は含まず（2010 年平等法 69 条 1 項(a)、同条

(2)）。 
＊使用者が持ち出す賃金格差の抗弁としてのファクターが、間接差別になる場合は、正当化事由として

は認められず。ただし間接差別と主張するのは申立人側。 

 

◆原則 
・使用者は、①格差の要因が真正で偽装されたものではないこと、②格差の要因が「実質

的なもの」であること、③格差の理由が、直接・間接を問わず性の違いによるものでは

ないこと、④格差の要因が、男女間に存在する、相当程度重要で有意味な要因であるこ

とを立証すれば、正当な抗弁と認められる（2000 年グラスゴー市事件 HL 判決【39】）。 
 
◆賃金決定基準として、使用者が抗弁として持ち出すのは、以下の３つの類型に分けられ

る。 
①職務自体が必要とする各種のファクター。例）「知識・技能水準」「責任」「環境」など。 
・職務が必要とする労働時間や勤務場所の変更にどれだけ対応できるかという「可動性」

の差異や、「教育訓練の程度の違い」について、「仕事を遂行するうえで重要」だという

ことを立証できれば、賃金格差の正当化事由となる（1989 年ダンフォス事件 ECJ 判決

【21】）。 
 
②労働者個人の属性。例）当該個人の「勤続年数」「教育訓練」「技能や資格」「生産性」

の差異など。→勤務能力や労働の成果の差異を生み出していると判断されるかぎり正当
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化事由と認められる。 
・勤務の長さは経験の獲得と密接不可分であるから、その場合は、勤続年数を手当支給

の基準とすることは正当化される（1989 年ダンフォス事件 ECJ 判決【21】）。 
・勤務時間については、勤務時間数の長短と経験獲得に具体的な関連性があることを立

証しないかぎり正当化事由にならず（1991 年ニムツ事件 ECJ 判決【23】、1998 年ヒル

事件 ECJ 判決【35】）。 
・時間比例に相応しない退職金の減額は正当化されず。（2003 年シェーンハイト事件 ECJ
判決【45】） 
・「一般に」勤務の長さは経験と密接な関係があり、職務遂行能力の向上になるから、正

当化される（2006 年カドマン事件 ECJ 判決【52】）←学説からの批判あり。 
 

③労働市場など「外的な」要因 例）人手不足の職に労働者を誘引するために高い賃金

を支払う場合、労働協約や交渉によって賃金決定が行われる場合など。 
・人員不足の職種における高賃金による誘引の必要性は正当化される。ただし高賃金を

支払うことによって人員不足が解消できることを具体的に立証すべき（1993 年エンダビ

ー事件 ECJ 判決【27】）。 
・過去の職種ごとの職務評価を廃止し、すべての職種に統一的な職務評価制度を適用す

るにあたり、賃金が引き下げられる労働者（主として男性職）を対象に一定期間、賃金

水準を維持するという特別保護を行うことは、正当性ありとは認めず（2008 年レッドカ

ー事件 CA 判決【57】）。←2010 年平等法は、この特別保護措置を「賃金格差を縮減する

という長期的目的」にみあった措置として、合法化した（2010 年法 69 条(3)）。 
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